
鳴門市附属機関設置条例

（趣旨）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附

属機関（以下「附属機関」という。）の設置等については、法令又は他の条例に定

めるもののほか、この条例の定めるところによる。

（附属機関の設置等）

第２条 別表執行機関の欄に掲げる本市の執行機関の附属機関として、それぞれ同表

附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

２ 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

（組織等）

第３条 附属機関の委員の定数、構成及び任期は、別表組織及び構成欄に掲げるとお

りとする。

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をする

ため、必要に応じ部会又は分科会その他これらに類する組織を当該附属機関に置く

ことができる。

（公募による委員の選任）

第４条 執行機関は、附属機関の委員の一部を公募により選任するよう努めなければ

ならない。ただし、次のいずれかに該当する附属機関については、この限りでない。

⑴ 鳴門市情報公開条例（平成１３年鳴門市条例第３４号）第７条に規定する不開

示情報に該当するものを取り扱う附属機関

⑵ 委員に対し特に専門的な知識又は技能等を要求される附属機関

⑶ 前２号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる附属機関

（委員の再任）

第５条 附属機関の委員は、再任を妨げない。

（補欠委員の任期）

第６条 附属機関の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。



（会議の公開）

第７条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、次に掲げる場合を除き、これ

を公開するものとする。

⑴ 鳴門市情報公開条例第７条に規定する不開示情報に該当するものを取り扱う場

合

⑵ 公開することにより、公正で円滑な議事運営に支障がある場合で、当該附属機

関において会議を非公開とすると決定した場合

（会議開催の事前公表）

第８条 執行機関は、会議の日時、場所その他必要な事項を事前に公表するものとす

る。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

（会議録の作成及び公開）

第９条 会議の公開又は非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成する

ものとする。

２ 公開で行われた会議に係る会議録は、これを公開するものとする。

（報酬及び費用弁償）

第１０条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償については、鳴門市特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成２０年鳴門市条例第２２号）の

定めるところによる。

（委任）

第１１条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営等に関し必要な事項は、当

該附属機関の属する執行機関が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

（鳴門市特別職報酬等審議会条例等の廃止）

２ 次に掲げる条例は、廃止する。

⑴ 鳴門市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年鳴門市条例第７３号）

⑵ 鳴門市青少年問題協議会条例（昭和４３年鳴門市条例第３９号）



⑶ 鳴門市交通安全対策会議設置条例（昭和４６年鳴門市条例第２９号）

⑷ 鳴門市廃棄物減量等推進審議会条例（平成５年鳴門市条例第４号）

⑸ 鳴門市総合計画審議会条例（平成１５年鳴門市条例第４２号）

（経過措置）

３ この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の同項各号（第２号を除く。）に

掲げる条例（以下「廃止前の各条例」という。）の規定により設置されていた附属

機関は、それぞれこの条例の規定により設置された附属機関となり同一性をもって

存続するものとする。

４ この条例の施行の際、廃止前の各条例の規定により委嘱又は任命された委員は、

それぞれ引き続きこの条例の規定により設置された相当の附属機関の委員となるも

のとする。

別表（第２条、第３条関係）

組織及び構成
執行機関 附属機関 担任事務

委員定数 構 成 任期

市長 鳴門市特別職 特別職の報酬等の額に 1 0 人 ⑴ 市内の公共的 諮 問 に 係
報酬等審議会 ついて審議し、市長に答 団体等の代表者 る 審 議 終

申すること。 ⑵ 市民 了まで

鳴門市総合計 総合計画の策定及びそ 3 0 人 ⑴ 学識経験者 ２年
画審議会 の実施に関する重要事項 以内 ⑵ 関係団体の代

を調査、審議すること。 表者
⑶ 関係行政機関

の職員
⑷ 公募による市

民
⑸ その他市長が

必要と認める者

鳴門市行政評 市が実施する行政評価 1 0 人 ⑴ 学識経験者 委 嘱 の 日
価外部評価委 について、行政外部の視 以内 ⑵ 識見者 が 属 す る
員会 点で評価を行うこと。 年度内

鳴門市交通安 次に掲げる事務を行う（委員）⑴ 市長 ２年
全対策会議 こと。 2 1 人 ⑵ 指定地方行政

⑴ 鳴門市交通安全計画 以内 機関の職員
を策定し、及びその実 ⑶ 徳島県の職員
施を推進すること。 ⑷ 徳島県警察の

⑵ 市の区域における陸 警察官
上交通の安全に関する ⑸ 市長が市の職
総合的な施策の企画に 員のうちから指
関して審議し、及びそ 名する者



の施策の実施を推進す ⑹ 教育長
ること。 ⑺ 消防長

⑻ その他市長が
必要と認める者

( 特 別 本州四国連絡高速 特 別 の 事
委員) 道路株式会社、四 項 に 関 す
なし 国旅客鉄道株式会 る 審 議 が

社、西日本高速道 終 了 す る
路株式会社その他 まで
の陸上交通に関す
る事業を営む公共
的機関のうちから
市長が任命する者

鳴門市廃棄物 次に掲げる事項につい 2 0 人 ⑴ 学識経験者 ２年
減量等推進審 て調査審議すること。 以内 ⑵ 市内の公共的
議会 ⑴ 一般廃棄物の減量化 団体等の代表者

及び再生利用に関する ⑶ 市の職員
こと。 ⑷ その他市長が

⑵ 分別収集等に関する 必要と認める者
こと。

⑶ 一般廃棄物処理施設
に関すること。

⑷ 市民及び事業所啓発
に関すること。

⑸ その他一般廃棄物の
処理計画に関すること。

鳴門市予防接 予防接種法（昭和２３（委員）⑴ 市の職員 ２年
種健康被害調 年法律第６８号）第３条 5人 ⑵ 徳島保健所の
査委員会 及び第６条による予防接 職員

種並びに行政措置として ⑶ 徳島県医師会
接種する法定外の予防接 から選出された
種に関連して発生した健 者
康被害について、医学的
な見地から、その原因、 ( 特 別 徳島県が推薦する 当 該 健 康
諸措置の内容などについ 委員) 専門医師 被 害 に 係
て審議し、適正な処理を なし る 審 議 が
図ること。 終 了 す る

まで

鳴門市老人ホ 次に掲げる事項につい 6人 以 ⑴ 医師 １年
ーム等入所判 て審議すること。 内 ⑵ 福祉事務所の
定委員会 ⑴ 老人ホームの入所措 嘱託医

置判定の要否の判定に ⑶ 老人福祉法
関すること。 （昭和３８年法

⑵ 入所中の者に係る入 律第１３３号）
所要件に適合しないと 第２０条の４に
みなされる者について 規定する養護老
の措置継続の要否の判 人ホームの長
定に関すること。 ⑷ 徳島保健所長

⑸ 市の職員

鳴門市地域密 次に掲げる事項を所掌 1 5 人 ⑴ 学識経験者 ３年
着型サービス すること。 以内 ⑵ 保健、医療及



及び地域包括 ⑴ 地域密着型サービス び福祉並びに介
支援センター を行う事業者の指定、 護サービス事業
運営委員会 更新等に関する事項 関係者

⑵ 鳴門市における地域 ⑶ 市民団体等か
密着型サービスを行う らの推薦者
事業者の指定基準及び ⑷ 介護サービス
介護報酬の設定に関す の被保険者
る事項 ⑸ その他市長が

⑶ 地域包括支援センタ 必要と認める者
ーの設置等の承認に関
する事項

⑷ 地域包括支援センタ
ーの運営に関する事項

⑸ その他鳴門市地域密
着型サービス及び地域
包括支援センター運営
委員会が必要と認める
事項

鳴門市高齢者 次に掲げる事項につい 2 5 人 ⑴ 学識経験者 諮 問 に 係
保健福祉計画 て審議すること。 以内 ⑵ 保健、医療及 る 審 議 終
及び介護保険 ⑴ 高齢者の現状及び高 び福祉関係者 了まで
事業計画策定 齢者福祉事業を含む介 ⑶ 被保険者
委員会 護給付等対象サービス ⑷ 市の職員

実施の現状分析に関す ⑸ 市民団体等代
る事項 表者

⑵ 高齢者福祉事業を含 ⑹ その他市長が
む介護給付等対象サー 必要と認める者
ビス実施の目標年次及
び目標量の設定に関す
る事項

⑶ 高齢者福祉事業を含
む介護給付等対象サー
ビス供給体制の整備に
関する事項

⑷ その他鳴門市高齢者
保健福祉計画及び介護
保険事業計画策定委員
会が必要と認める事項

鳴門市児童福 子ども・子育て支援法 2 0 人 ⑴ 学識経験者 ３年
祉審議会 （平成２４年法律第６５ 以内 ⑵ 関係団体の代

号）第７７条第４項に掲 表者
げる事務その他次世代育 ⑶ 関係行政機関
成支援対策の計画的推進 の職員
及び実施状況の調査等に ⑷ 公募による市
関する事務を調査審議す 民
ること。 ⑸ その他市長が

必要と認める者

教 育 委 員 鳴門市教科用 教科用図書の調査、審 5人 ⑴ 学識経験者 委 嘱 の 日
会 図書採択委員 議、答申等に関すること。 ⑵ 関係団体の代 が 属 す る

会 表者 年度内

鳴門市障害児 次に掲げる事務を行う 1 5 人 ⑴ 医師 １年
就学指導委員 こと。 以内 ⑵ 教育関係職員



会 ⑴ 障害の種類及び程度 ⑶ 児童福祉関係
の教育的判断に関する 職員
こと。 ⑷ 学識経験者

⑵ 障害児に係る教育相
談に関すること。

⑶ その他障害児の適正
な就学を図るために必
要な事業

鳴門市スポー 地方スポーツ推進計画 2 0 人 ⑴ 学識経験者 ２年
ツ推進審議会 その他のスポーツの推進 以内 ⑵ スポーツに関

に関する重要事項を調査 する知識経験を
審議し、及びこれらの事 有する者
項に関して教育委員会に ⑶ 関係団体の代
建議すること。 表者

⑷ 公募による市
民

⑸ 関係行政機関
の職員

⑹ その他教育長
が必要と認める
者


